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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この業務委託仕様書は、茨城県南水道企業団（以下「委託者」という。）が管

理する各配水場及び水道施設・配水池・設備等（以下「配水場等」という。）の運転

管理を円滑に行い、配水場等の機能を十分に発揮し、維持管理の適正な運営を図るた

め、運転管理業務委託に係る仕様を定めることを目的とする。 

 

（業務の履行） 

第２条 配水場等水道施設管理業務受託者（以下「受託者」という。）は、配水場等の

機能が十分発揮できるよう、本業務委託仕様書のほか、契約書及びその他関係書類

（現場説明を含む）等に基づき、誠実かつ安全に委託者と協議し業務を履行しなけれ

ばならない。なお、本業務委託仕様書に記載なき事項であっても、業務遂行に必要な

ものは受託者の責任においてこれを満足しなければならない。 

 

（委託施設）  

第３条 業務委託施設は下記の場所とする。 

(1) 若柴配水場 龍ケ崎市長山１丁目5番地2（常駐施設） 

(2) 牛久配水場 牛久市栄町4丁目194番地 

(3) 戸頭配水場 取手市戸頭四丁目4番1号 

(4) 藤代配水場 取手市中田387番地1 

(5) 利根配水場 利根町布川618番地247 

(6) 早尾配水場 利根町早尾32番地2 

(7) 布川配水場 利根町布川1571番地1 

(8) 圧力監視所 牛久市奥原町1650番地43 奥原工業団地公園3敷地内 

(9) 圧力監視所 牛久市小坂町2486番地 小坂第一児童公園敷地内 

(10) 圧力監視所 取手市台宿2丁目18番地60 

(11) 圧力監視所 取手市井野台1丁目23番地 井野台ちびっこ広場敷地内 

(12) 圧力監視所 取手市長兵衛新田637番地 城根西公園内 

(13) 圧力監視所 取手市椚木950番地1 取手椚木消防署敷地内 
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(14) 圧力監視所 取手市紫水2丁目7番地 紫水公園敷地内 

(15) 龍ケ崎市南が丘6丁目25番地 南が丘自治会館敷地内 

 

（履行期間） 

第４条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間（訓練期間を除く） 

 

（業務の範囲） 

第５条 業務委託の範囲及び業務内容は、本仕様書及び特記仕様書のとおりとする。 

 

(業務管理) 

第６条 受託者は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならな

い。 

２ 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全

衛生の管理に留意し､労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した

場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者に連絡すること。 

３ 受託者は、配水場等の構造、性能、系統及びその周辺状況を熟知し、配水場等の運

転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識をもってこれにあたり、

創意工夫し設備の予防保全に努めること。 

４ 受託者は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び配水場等の機能に重大な支障

が生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常に対処できるように準備するこ

と。 

５ 受託者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。 

 

(職種の基準) 

第７条 受託業務の履行にあたり次のとおり職種を定める。 

２ 受託水道業務技術管理者及び業務総括責任者は水道法施行規則第９条による資格保

持者、または業務全体の責任者で、水道技術管理者及び水道浄水（管路）施設管理技

士２級以上及び、第2種電気工事士以上の有資格者であり、機械、電気、計装、コンピ

ューター関連の知識技能を備え、総括の職務に当たり、委託者が管理監督能力を有す

ると認めた者。 
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３ 副総括は業務総括責任者の補佐及び代行ができ、水道浄水（管路）施設管理技士2

級以上の有資格者またはこれと同等の技術を有し、かつ、管理能力を有し委託者が各

業務の責任者として的確な運転操作、判断ができると認めた者。 

４ 主任は各業務の責任者で、水道浄水（管路）施設管理技士３級以上の有資格者また

はこれと同等の技術を有し、委託者が業務の専門職として主体的に業務を行えると認

めた者。 

５ 技術員及び技能員は必要とされる各種業務を行えると認めた者。 

 

(職員の届け出) 

第８条 受託者は、職員の履歴、職種、職階、職務分担等（職員の資格を証明するもの

を含む）を記載した選任届を届け出ること。また異動もしくは変更のある場合は、事

前に委託者の承認を得てから届け出るものとする。 

２ 受託者の職員について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者及び

受託者が協議のうえ、当該職員を変更することができる。 

３ 受託者の職員については年度末日に満65歳に達している者は、次年度の業務遂行

が出来ない。 

ただし、本業務を遂行するにあたり、知識、経験が十分で受託者からの推薦があり、

また、委託者及び受託者双方が業務上必要と認めた者はこの限りではない。 

 

(運転管理業務計画書) 

第９条 運転管理業務計画書には、次の事項について記載しなければならない。 

(1) 業務概要に関すること。 

業務方針及び業務の概要 

(2) 業務組織に関すること。 

業務組織表、業務分担表、緊急時体制表 

(3) 業務計画に関すること。 

年間業務工程表(運転管理・設備点検)、業務計画表 

(4) 業務方法に関すること。 

業務方法・要領及び運転指標、設備点検基準(周期・項目等) 
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(5) 安全衛生管理に関すること。 

安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表 

(6) 保全・保安管理に関すること 

保全・保安教育の内容、保全保安教育実施予定表 

(7) 各種報告書様式 

(8) その他、委託者が定めた必要事項 

 

(月間業務計画書及び月間業務完了報告書) 

第１０条 受託者は、業務計画についてあらかじめ委託者と協議し、本仕様書及び特記

仕様書に記載する諸事項を踏まえて作成した月間業務計画書を提出しなければならな

い。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務計画書に添付して提出すること。 

２ 月間業務計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度委託者と協議しなければ

ならない｡ 

３ 受託者は、月間業務計画書に基づき業務を進行し、特記仕様書に記載する内容等に

より月間業務完了報告書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場

合は、月間業務報告書に添付し提出すること。 

 

(業務記録等の整備) 

第１１条 受託者は、業務記録など業務の履行または確認に必要な書類を常に整備し、

委託者が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。 

 

(業務計画書、報告書等) 

第１２条 受託者は、本仕様書に定めるところにより運転監視、設備点検等、その他業

務の履行に係る計画書、報告書等を提出しなければならない。 

 

(安全管理) 

第１３条 受託者は、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定

めなければならない。 
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(保全・保安教育及び訓練) 

第１４条 受託者は、作業、維持(運転、監視、巡視、点検、測定、計測等)または運用

に従事する者に対して、配水場等施設の保全・保安に関し必要な知識及び技能に関す

る教育をしなければならない。 

２ 受託者は作業、維持または運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したと

きの処置について危機管理マニュアルを作成し、実地指導、訓練を行わなければなら

ない。 

 

(完成図書、器具等の貸与) 

第１５条 受託者が、業務遂行上必要とする完成図書や特殊工具等は貸与する。 

２ 貸与品については、特記仕様書に記載する事項により台帳等を作成し、その保管状

況を常に掌握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受託者が弁償しなければなら

ない。 

 

(整理整頓等) 

第１６条 受託者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなけ

ればならない。 

 

(事務室等の維持管理) 

第１７条 受託者は、配水場等の施設の一部を事務室等として使用する場合には、委託

者の許可を受けるとともに、受託者の責任において維持管理を行い、常に清潔な状態

を保たなければならない。 

２ 事務室等は無償で供与するが、使用期間中受託者の責任で掃除機、モップ等によ

り、日常清掃を実施し建物全体を清潔に保たなければならない。共用部分においては

年に1回、委託者が清掃業者に委託し定期清掃を行う。また、汚損等があった場合は受

託者の負担とする。 

３ 事務室等の使用に伴う光熱水の費用は無償とするが、その使用にあたっては節約に

努めなければならない。ただし、光熱水費の高騰があった場合は受託者が一部負担と

する。 
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4 受託者の従業員が休憩、食事をとる場所は、委託者が指定した場所とする。また、

みだりに飲食、喫煙等は行わず、決められた場所で受託者が業務委託履行のため受託

者の定めた時間を厳守すること。 

 

(従事者の服装等) 

第１８条 受託者は、従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸に名札を着用さ

せるとともに、対応については部外者から指摘を受けないようにしなければならな

い。 

 

(火災予防、盗難防止等) 

第１９条 受託者は、配水場等の火災を未然に防止するため、火気取扱い責任者を選任

し、火災予防上支障のある行為を行ってはならない。 

２ 受託者は、委託施設の監視、巡回、施錠の確認を行い、盗難防止、侵入者防止に努

めることとする。 

 

(配水場等施設の一般管理) 

第２０条 受託者は、水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関係法令を

遵守することを基本とし、業務の実施、配水場等施設の保安等について、十分注意を

払わなければならない。 

２ 受託者は、業務履行上で必要な諸事項について、委託者と打合わせ、協議等を行っ

た場合は、その都度内容を議事録として整理し、委託者に提出し承認を受けるものと

する。 
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第 2章 運転管理業務 

 

(業務範囲) 

第２１条 業務の主な内容は次のとおりとし、第２３条以降に記すほか、特記仕様書、

特記事項（別紙）に記載するものとする。 

 

１ 運転業務 

(1) 配水場等の設備機器の運転制御 

(2) 委託施設の監視及び記録（ITV設備による対象施設の監視を含む） 

(3) 委託施設の巡視点検 

(4) 委託施設の故障・緊急時の対応 

(5) 緊急時の初期対応 

(6) 上記の記録及び報告書の作成 

(7) その他業務上必要な諸作業 

２ 保守点検業務 

(1) 配水場等の機械設備点検 

(2) 配水場等の電気設備点検（自家用電気工作物の法定点検を含む） 

(3) 配水場等の調整及び交換 

(4) 配水場等の簡易な補修及び小塗装 

(5) 配水池上部や周囲､ポンプ室内などの点検・清掃 

(6) 検査用試薬、チャート紙等備品の管理 

(7) 次亜注入機の点検業務管理 

(8) 次亜塩素酸ナトリウムの搬入受入れの立会 

(9) 上記の記録及び報告書の作成 

(10) その他業務上必要な諸作業 

３ 環境整備業務 

(1) 配水場等の範囲内の外構・植栽等の環境整備 

(2) 配水場等の範囲内の清掃及び整理整頓 

(3) 上記の記録及び報告書の作成 
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４ 水質管理業務 

(1) 配水場の運転管理上で必要な水質検査及び管理(ただし法令に定める年１回及び、

3か月毎並びに毎月１回行う水質検査は除く) 

(2) 毎日１回以上、指定された給水栓について行う｢色及び濁度並びに残留塩素濃度｣

の検査 

(3) 別途指定された給水栓について行う｢色及び濁度並びに残留塩素濃度｣の検査 

(4) 水道法の水質基準を保てないと予想される地区の水質管理 

(5) 臨機の措置及び緊急対応 

(6) 検査結果の記録及び報告書の作成 

５ 物品等調達業務 

(1) 配水場等の運転に必要な薬品類、消耗品等の調達と管理 

(2) 備品、消耗品類の在庫調査及び管理 

(3) 上記の記録及び報告書の作成 

６ その他 

(1) 夜間・土日祭日における、電話・来客者の対応（別紙1） 

(2) 夜間・土日祭日における、配水管漏水の通報及び災害緊急通報時における委託者

職員への連絡 

(3) 配水場等の監視・施錠・警備 

(4) 上記の記録及び報告書の作成 

 

(施設の運転日及び運転時間) 

第２２条 業務対象設備の施設の運転時間は、毎日24時間連続とする。ただし、テロ

及び天災事変等の事故及び重故障等、現状予測し得ない事象が起こり、緊急回避とし

て設備停止に至った場合等については、別途協議し委託者が運転方法を指示する。 

 

(施設の制御及び監視) 

第２３条 受託者は、制御及び監視により、異常を発見した場合または変更が必要な場

合は、その都度速やかに委託者に報告し、その指示に従い処置を行う。ただし、次に

掲げるものは受託者の判断で実施後、委託者に報告することにより処置できるものと

する。 
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(1) 受水過程における、経済的かつ適正な運転管理 

(2) 送水設備の適正な流量管理 

２ 制御及び監視は、次のとおりとする｡  

(1) 受変電設備の監視 

(2) 受水流量、配水池流入量の監視及び制御 

(3) 配水流量、配水圧力の監視及び制御 

(4) 配水場等の各地の水位及び流量などの監視及び制御 

(5) 配水場等のポンプ施設の流量監視及び制御 

(6) 次亜塩素注入機及び他の設備の運転監視及び制御 

(7) 受水、配水及び末端の色度、濁度、pH値、残留塩素等水質の監視 

(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量の監視及び制御 

(9) 薬品類、潤滑油類などの残量記録及び制御 

(10）薬品等の発注、取扱い及び受け入れ 

３ 受託者は運転監視日誌を作成し、運転の変更、故障、警報の発生等運転監視に必要

なものについては記録しなければならない。 

 

(巡視点検) 

第２４条 受託者は、次の巡視点検を実施するものとする。 

(巡視点検の頻度は特記仕様書のとおりとする。) 

(1) 受変電設備 

(2) 配水、送水ポンプ、配水池、圧力監視所 

(3) 非常用発電設備 

(4) 建物付帯設備機器 

(5) 場内各地の状況 

(6) 次亜塩素注入機設備 

(7) 配水池の状況 

(8) その他指定された業務上必要な巡視 
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(調整及び整備) 

第２５条 受託者は各機器が正常に動作するように調整及び整備に努めること。ただ

し、調整及び整備の対象機器及び報告の内容は別に定める。 

２ 受託者は、次の調整及び整備を実施するものとする。 

(1) 各種ポンプ類の消耗品の交換及びオイル交換 

(2) 各種電動機類の消耗品の交換及び調整 

(3) 各種バルブ類のグリースアップ 

(4) 制御に関する発信機の点検交換及び調整 

(5) 各流量計の流入量の調整 

(6) データロガー装置等の時刻調整 

 

(簡易な修繕等) 

第２６条 受託者は、巡視、整備点検時により発見した不良箇所もしくは、故障の発生

した破損箇所のうち現場で修理可能なものについては、作業前及び後の写真等を添付

し報告すること。ただし、緊急を要する場合においては、応急措置を行うとともに、

委託者に状況報告を優先し後に報告書を提出する。 

2 設備の簡易な修繕、調整に必要な工具類、安全対策器具、カメラについては受託者

の負担とするが、特殊な工具等については貸し出しをする場合がある。 

3 修繕に要する費用、修繕方法等については、委託者と受託者で協議し、決定するこ

ととする。 

 

(範囲外業務への補助) 

第２７条 受託者は、次の業務に関し補助を行うものとする。 

(1) 委託者が行う催事への参加 

 

(業務管理) 

第２８条 受託者は、次の業務管理を行うものとする。 

(1) 業務の履行に伴う安全衛生管理 

(2) 業務報告書等の作成及び整理 

(3) 運転操作に伴う操作表の作成 
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(4) 配水場等の自主管理 

(5) 完成図書等借受物品の管理 

(6) 宿日直における来客、電話等の受付 

(7) 管路漏水事故における委託者職員への連絡 

(8) 配水場等設備の警備及び施錠 

(9) 緊急及び災害時における業務 

 

(就業形態) 

第２９条 受託者は、業務の履行にあたり原則として次の業務形態により行うものとす

る。 

(1) 運転監視業務 24 時間 

(2) 巡視点検 計画による 

(3) 保守点検等 計画による 

(4) 水質管理 計画による 

(5) 緊急及び災害時 必要の都度 

ただし、配水場等の設備が自動化もしくは省力化等により、業務形態を変更しても所

定の能力が確保されるような場合には、委託者、受託者双方が打ち合わせの上、業務

形態を変更できるものとする。 

 

(緊急時の措置) 

第３０条 受託者は、次に掲げる緊急事態が発生した場合は、状況を確認し直ちに委託

者に連絡し、その指示を受け対応すること。併せて、状況により支障のない範囲で可

能な応急措置を行うこと。 

(1) 停電、地震、気象災害（大雨など）による急激な水質変動、施設の破損、漏水、

設備の重大故障、火災等により安定供給に支障をきたす場合 

(2) 異物混入等により水質の安全性を脅かされる場合 

２ 新型インフルエンザ等が発生した場合は、茨城県南水道企業団新型インフルエンザ

等感染症対策マニュアルに基づき対策を講じること。 
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第３章 業務書類等 

 

(業務書類等) 

第３１条 受託者は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなけれ

ばならない。 

２ 契約締結後速やかに、次の書類を提出しなければならない。 

(1) 受託水道業務技術管理者選任屈（資格証等の写し添付） 

(2) 総括責任者及び副総括、主任選任届（資格証等の写し添付） 

(3) 職員名簿（資格証等の写し添付） 

(4) 業務計画書 

(5) 借用承認願 

(6) その他、委託者が定めた必要提出書類 

３ 年間業務計画書一式 

 

(業務検査) 

第３２条 受託者は、年間業務を完了したとき委託者の業務完了検査を受けなければな

らない。 

 

第４章 その他 

 

(経費の負担) 

第３３条 受託者が業務履行上で負担する経費は、受託者自らが業務履行上で直接的に

必要な事務費及び運転・維持管理費等とする。 

 

(責任) 

第３４条 契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による水質の異

常、機器の破損、故障等は、受託者の負担において速やかに補修、改善または取替え

もしくは、補償等により解決をすることとする。ただし、テロ及び天災事変等の事故

による場合は、この限りではない。 
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(守秘義務) 

第３５条 受託者は業務で知り得た委託者の施設及び委託者の関連情報を本業務以外で

使用し、または他に漏らしてはならない。この契約が終了した後においても同様とす

る。 

２ 受託者は委託者の承諾を得て管理している書類や図書を委託者の許可なく外部に持

ち出したり、他人に閲覧、複写、譲渡してはならない。 

 

(雑則) 

第３６条 本業務委託仕様書に明記されていない事項であっても、運転操作上当然必要

な業務等は、良識ある判断に基づいて行わなければならない。 

２ 運転等にかかわる資料の提出を、委託者が要求した場合は、速やかに応じなければ

ならない。 

３ 受託者は、委託者の承諾なく委託者の所有物を場外に持ち出し、または、業務に必

要としないものを持ち込んではならない。 

 

(事業実施におけるリスクマネジメント) 

第３７条 事業実施における配水場等の施設について、その水道管理者としての責任は

委託者にあるものとし、本事業範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則と

して受託者が負うものとする。ただし、委託者が責めを負うべき合理的な理由がある

事項については、この限りでない。 

２ 本業務のリスク分担については、別表１のとおりとする。 

３ 受託者は加入した保険について、運転管理業務計画書に記載し、その写しを添付す

るものとする。 

 

(疑義) 

第３８条 本業務委託仕様書に疑義を生じた場合または、業務委託仕様書に定めのない

事項が生じた場合は、両者協議して定めるものとする。 
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別表１ リスク分担 
 

 

※委託者と受託者双方に〇が付いているものは、状況に応じ両者に責任が発生するこ

とが考えられるので、連絡等によりリスクの分担を図る。 

リスクの種類 リスクの内容 委託

者 

受託

者 

内容変更 本業務の業務範囲の拡充、縮小等 ○  

法令等の変更 本業務に直接関係する法令等の変更 ○ ○ 

事故発生 受託者の責めによる事故の発生  ○ 

上記以外（不可抗力）による事故の発生 ○  

業務中止・延期 企業団の指示、不承認によるもの ○  

企業団の債務不履行によるもの ○  

受託者の業務放棄、破綻によるもの  ○ 

不可抗力 大規模天災、暴動等による業務変更・ 

中止・延期 

○  

台風など予見できる風水害 ○ ○ 

計画変更 業務内容・用途の変更に関するもの ○  

水量・水質変動 浄水の水量・水質の変動による施設の能力・機

能増による経費の増加 

○  

上記以外の経費の増加  ○ 

経費増加 企業団の責による業務内容・用途変更等に起因

する経費の増加 

○  

上記および物価変動以外の要因による経費の増

加 

 ○ 

施設損傷 不可抗力を除く事故・災害による施設の損傷 ○ ○ 


